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１．はじめに

2013年�月�日（日本時間�日）、国際オリンピック委員会（IOC）は2020年の第32回夏季オ

リンピック競技大会を東京で開催することを決定した。この日以降、日本では�年後のオリン

ピックに向けてさまざまな事柄が具体的に議論されている。その中には、開催に伴って多数来

訪されると考えられる外国人に向けたサービスの向上がある。開催地決定のための最終プレゼ

ンテーションで示された「おもてなし」という日本語がオリンピック開催決定に大きな役割を

果たしたキーワードだとされてにわかに注目を集め、外国人向けの「おもてなし」が重視され

るようになった。

そもそも、日本が外国人観光客の誘致に力を入れ始めたのは、2003年当時内閣総理大臣で

あった小泉純一郎氏の観光立国宣言に始まる。同年�月以降、総理主導で「観光立国懇談会」

が�回開催され、そこでは次のような趣旨が明らかにされた
�
。

国際交流の増進、我が国経済の活性化の観点から、自然環境、歴史、文化等観光資源を創

造し、再発見し、整備し、これを内外に発信することによって、我が国が観光立国を目指し

ていくことが重要となっている。

観光立国たることが唱えられ始めた背景には、日本人海外旅行者数に比して訪日外国人旅行

者数の少ないことがある。2001年時点で、1600万人以上の日本人が海外旅行するのに対し、海

外からは480万人弱しか日本を訪れておらず、国際旅行収支にして約3.5兆円の赤字であった

2

。

そこで、訪日外国人旅行者を増加させるために、上記の「観光立国懇談会」を経て、2003年�

月には観光立国化のために「ビジット・ジャパン事業｣

3

が開始された。この年に520万人を超

えた訪日外国人は、2012年には836万人にまで増加している。なお、2012年の「国・地域別訪日

外国人旅行者の割合」は、韓国が204万人（24.4％）で第一位となり、次いで、台湾147万人

（17.5％）、中国143万人（17.1％）、米国72万人（8.6％）、香港48万人（5.8％）と続く。
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観光立国化を推進するために、2006年には「観光立国推進基本法」も制定された（施行は2007

年�月）。これは1963年に成立した「観光基本法」を全面改正するもので、本法の「法律の概要」

には題名の変更理由として「観光立国の実現を国家戦略として位置づけ、その実現の推進を内

容とするものであることにかんがみ、題名を『観光基本法』から『観光立国推進基本法』に改

正」との説明がある

4

。さらに「前文」には次のように、本法制定の目的が示されている

5

。

しかるに、現状をみるに、観光がその使命を果たすことができる観光立国の実現に向けた

環境の整備は、いまだ不十分な状態である。また、（中略）観光分野における国際競争の一層

の激化等の近年の観光をめぐる諸情勢の著しい変化への的確な対応は、十分に行われていな

い。これに加え、我が国を来訪する外国人観光旅客数等の状況も、国際社会において我が国

の占める地位にふさわしいものとはなっていない。

これらに適切に対処し、地域において国際競争力の高い魅力ある観光地を形成するととも

に、観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成、国際観光の振興を

図ること等により、観光立国を実現することは、二十一世紀の我が国経済社会の発展のため

に不可欠な重要課題である。

前文から明らかになることは、観光立国化は重要な国家政策として認識されているというこ

とである。では、実際にはその後、観光立国化に向けてはどのような動きがあったのであろう

か。

「観光立国推進基本法」が施行された2007年�月には「観光立国推進基本計画」が閣議決定

され、翌2008年10月には観光庁も設置された。東日本大震災から�年を経た2012年�月には新

たな「観光立国推進基本計画」も決定している。2013年になってからは、国土交通省でも「国

土交通省観光立国推進本部」の会合がすでに	回開催された。このように、「我が国経済社会の

発展のために」国家の重要な課題として観光立国化は捉えられてきたが、具体的な問題はどこ

まで明らかにされ、また、どのように解決されてきたのであろうか。

観光立国を目指す動きの中では、旅行者数、消費金額、満足度など検討すべき事項は山積し

ているが、その中でも本稿で考察したいのは言語サービスと関連した部分である。すなわち、

日本国内の言語環境は外国人旅行者にとって現状はどうであるのか、また、明らかになった課

題に対してはすでにどのような対処が行われているのか、さらには、将来はどうあるべきであ

ると考えるのか、ということである。こうしたことを考えるために、本稿では言語景観に着目

し、検討を加える。言語景観の分析を通して、最終的には、日本が観光立国たるためにはどの

ような言語政策が求められるのか、その点について明らかにすることができれば、と考える。

２．言語景観とは

上述したように、本稿が外国人旅行者にとっての言語環境を考察する上で鍵としたいのは言

語景観である。庄司博史他

6

によれば、「言語景観」という概念は、公共空間で目にする書き言

葉を指している。社会言語学に定着しつつある分野として、2000年以降は「言語景観（linguistic

landscape）」をテーマとする研究が世界中で行われてきた。当初は看板など可視的なものを主

としたが、研究の拡大と共に、音声など非可視的なものも対象の中に含まれるようになってい
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る。

庄司他は日本の言語景観に関して注目すべき要素を三つに大別した。一つは、1960年代から

一部地域の看板などで顕著にみられた英語を含む西洋言語の使用である。これは日本人を対象

とした装飾的な外国語使用であることから、言語景観の「西欧化」と言うことができる。次に

は、こうした日本人向けの非実用的な外国語使用とは異なる、増加する外国人のための多言語

表示の出現があげられる。国、自治体、交通機関などが設置するサービス的要素を持つものと

して、英語とローマ字表記の日本語を中心として広がりを見せた。近年では、それに中国語と

韓国・朝鮮語が加わり、場合によっては点字も提供されるようになったという。これは言語景

観の「国際化」と呼ばれる。残る一つは、言語景観の「多民族化」と名付けられた、日本に在

住する外国人が主にコミュニティ内の情報交換のために掲げる表示である。

これら三つの要素に対しては、その場所の言語景観が誰を対象として外国語を使用した結果

生まれたものなのかによって二種類の分類が可能である。

まず、一つは対象者の母語、母国語が日本語か否かによって行われる。この観点から言えば、

「西欧化」は日本人向けであるし、「国際化」と「多民族化」は外国人向けであるといえる。但

し、近年は、外国人居住者向けに生み出された「多民族化」した言語景観が、日本人の側から

みれば街の雰囲気が他とは異なっていて魅力的であるとして、日本人にも積極的に受け入れら

れる場合が存在する。

もう一つは対象者が日本に居住しているか否かによるものである。長期の旅行は居住なのか

一時滞在なのか、判断に困難が伴う場合もあるが、習慣性があると判断できる行動が行われて

いれば居住と考えてもよいであろう。というのは、居住とみなされる場合は、一定程度の知識

を得たのちは環境に変化が生じない限り、「言語景観」として示されるような情報を新たに必要

とすることが少ないのに対し、旅行者は未知の場所で何かしらの情報を得たいと考えているこ

とが推測されるからである。この分類に従えば、日本人か外国人かを問わず居住者に主として

関連するのは「西欧化」と「多民族化」の方であり、他方、観光・観光立国化や旅行者と結び

つくのは「国際化」ということになる。

言語景観に関する研究では、「西欧化」「国際化」「多民族化」と考えられる状態についてはす

でに調査が行われ、研究の蓄積も存在する。庄司他においてもいくつかが具体的に提示されて

いる

7

。そこで、次には、こうした先行研究などから現状と課題を明らかにすることとしたい。

３．先行研究から明らかになる課題

上述したように、言語景観に関する研究は社会言語学の一分野として研究が進められてきた。

庄司他も例を挙げて、それぞれの研究が「西欧化」「国際化」「多民族化」のいずれにあたるの

か分類を行っている

8

。

筆者自身、2007年から2008年にかけて宮崎を中心とする九州地域の言語景観について調査を

行った

9

。これは庄司他では「国際化」に分類されているが、その際明らかになったことは、次

のような点である。

１．量的よりも質的な方に問題が多く見られた。外国語で表示される内容の検討が必要で

ある。
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２．行政の内部で分担が細分化され、表示の統一をはかることが難しい。（監督省庁、国・

地方自治体など）

３．行政と民間で多言語表示への意識差が見られる（表示の目的、対象がそれぞれ異なる）。

４．都市部と比較すると地方都市では多言語表示が少ない。

５．地方にはシンボル的に作成されていて実用に堪えないものもある。

６．問題も残されているが、地方都市でも多言語化、多民族化が進展していることが言語

景観から読み取れる。

特に、	の点は今日まで解決されず、日本の多言語環境を複雑にしている原因の一つである

と考えられる。

分担の細分化については、観光と言語を取り扱う先行研究自身が、その研究を行う者が従前

に属していたと思われる分野での発展的発表とされ、他の分野の研究者との交流が見られない

一方で、研究の内容自体は2つ以上の分野にまたがる内容を含んでいる場合がある

10

。具体的

に分野を見てみると、言語景観に代表される社会言語学的観点からの研究もあれば

11

、観光学・

交通学の立場から利便性や観光行動、また、接遇の一側面に関連して言語を取り上げているも

のも存在する

12

。近年ではIT技術を用いた訪日外国人のための多言語サービスの開発という、

情報工学分野での取り組みも見られるようになった

13

。さらには、学術的研究もあれば、行政・

商業ベースでの調査研究もあり

14

、それらを合わせたものがあることも考えると、先行研究は

多分野において多種多様な形で進められてきた。このように、観光と言語についての考察は、

現状では幅広い関心に基づいて拡大してはいるが、一方では、それがゆえに不整合なまま統括

されていないともいえるのである。

４．観光に関連した行政の取り組み

本稿が観光と言語に関連して注目する行政機関は国土交通省と観光庁である。観光に関連し

た法については山川和彦（2010）が詳しく述べているのでそちらを参照願いたい

15

。

国土交通省について近年の動きを見るならば、2003年に観光立国が宣言されてからはいくつ

もの政策が推進されてきた。

2005年に国土交通省が発表した「観光活性化標識ガイドライン｣

16

では、標識の「表記方法」

として「ユニバーサルデザインの観点から日本語、英語及びピクトグラムの�種類による表記

を基本とし、必要に応じて、多言語表記や音声案内等の活用を検討する」ことが明らかにされ

た。英語（ローマ字）表記の基準例やピクトグラムの表記方法についても例示しながら解説さ

れている。

さらには、2006年�月には「公共交通機関における外国語等による情報提供促進措置ガイド

ライン〜外国人がひとり歩きできる公共交通の実現に向けて〜」も発表された

17

。本ガイドラ

インは、「通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興

に関する法律の一部を改正する法律（平成17年法律第54号）」の対象とする範囲や情報提供の考

え方について解説することを目的として策定されたものである。基本的考え方の中には「外国

語やピクトグラムの活用」があり、そこでは、ホスピタリティの観点からは多言語を用いるこ

とが望ましいとされている。しかしながら、案内標識などスペースに限りのある場合には「日
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本語に加え、代表的な国際言語である英語と、視覚により情報伝達が可能なピクトグラムの�

種類を用いた情報提供を行うことを基本とする」ともあり、これは上述した2005年の「観光活

性化標識ガイドライン」の具体化ゆえんであろう。ただ、情報提供に係る言語について詳細に

説明を行う箇所では、「言語の種類」として「韓国語や中国語等、英語以外の外国語」について

もあれば望ましいと言及されている。英語表記の内容に関しては、ヘボン式ローマ字つづりが

指定され、固有名詞のみの場合には意味が伝わる英語を補足することが推奨された。

これ以降、国土交通省では道路局を中心に日本語以外の言語を用いた標識等についてたびた

び指針が提示されている。英語については訳し方の例も示され、多言語をどのように表示する

のかについてもいくつもの案が出された。しかし、実態としては、地方自治体等が管轄する部

分も大きく、指針は十分にはいかされてこなかった。それゆえ、研究者や行政関係者、企業が

調査を行い、検討を重ねてきたのである。そうした中で、ピクトグラムの不統一や多言語表記

されたものの言語数、その内容（文字の大きさ、意味のわかりやすさ、色使い）に問題のある

こともわかってきた。

2008年に設置された観光庁でも多言語表示をめぐる問題は何度も検討されている。2010年

度、2011年度には「外国人観光客の移動容易化のための言語バリアフリー化」事業が実施され、

外国人観光客の受け入れに必要な言語状況についての調査が行われた。2010年度には13地域

だった

18

実施箇所は2011年度には26か所にまで倍増している

19

。

こうした一連の動きを一気に加速させる出来事が2013年�月の2020年東京オリンピック開催

決定である。標識に関しては、国土交通省では開催決定から�日後の�月11日に早くも動きが

見られる

20

。まずは、北海道開発局長・各地方整備局長・沖縄総合事務局長に宛てて道路局長名

で「道路案内標識における英語表記について」という文書が通知され、「観光立国実現に向け、

道路案内標識が外国人旅行者にも分かりやすいものとなるよう、英語表記の改善を推進された

い」との指示がなされた。さらには、これを「先行的に観光地域において実施する」として「道

路案内標識改善方針（案）」も通知された。「訪日外国人旅行者の受入環境整備事業」における

「戦略拠点」には18か所が選ばれ、また、地方拠点としては31の地名が挙げられている

21

。これ

以降、マスメディアは外国人にとって理解困難な、日本語をローマ字に置き換えただけの標識

などを頻繁に報道するようになったが、すでに述べたように、こうした問題は以前から指摘・

議論されていたことなのである。

５．観光に関連した企業の取り組み ―JR九州の場合―

多言語によるサービスの中でも、企業が行うものは、地域の特性やその企業の営業戦略を反

映し、また、言語文化に対する認識を示す点で独自性が強く興味深い。とはいえ、本稿は、国

家戦略としての観光立国化のための言語政策のあり方を考察するものであるから、まずは、経

営者が私的利益を極端に優先した方策を取ることが少ないと考えられる公益性の高い企業につ

いて分析を行いたいと考える。さらには、本研究が観光と言語について考察するものであるこ

とから、本稿では観光と強く結びついた企業であるJR九州を取り上げることとした。

JR九州は1987年�月に国鉄の民営化により誕生したJRグループ�社の中の一つである。JR

九州会長の石原進氏は、現在、九州観光推進機構の会長も務めている。JR九州は九州地域の

観光事業のリーディングカンパニーとしてもその役割を期待されていることがわかる。2013年
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	月には、九州地域は「九州アジア観光アイランド総合特区」の指定を受けた。これは石原氏

を会長とする九州観光推進機構などからの申請を受けたもので、本指定によって九州�県と福

岡市は、観光産業の振興やアジア客の呼び込み拡大に向け、独自に特例措置や規制緩和を受け

られるようになる見通しを得た。

但し、JR九州は、その特徴として、本体の鉄道事業による収益が関連事業の収益を下回って

いる。2011年度の場合には、収益約4000億円のうちの�割だけが運輸サービスによるもので、

残る�割が他の事業によった。鉄道事業の収益割合が低いのは、九州のような大都市圏ほど鉄

道網が整備されていない地方では、地域によっては鉄道が通勤などの日常的な移動手段になる

ことが少ないからである。さらに、九州という地域は、「平成20年佐賀県観光客動態調査」

22

な

どからも明らかなように、域内では車による日帰り旅行の割合が非常に高い。こうしたことか

ら、JR九州において鉄道事業の収益割合は低くならざるをえないのである。

しかしながら、近年、JR九州の取り組みは、地方発ながら全国に知られることが多くなった。

その最大の要因は2013年10月に運行を開始する「ななつ星」に代表される観光列車の存在であ

ろう。つまり、JR九州の鉄道事業においては、日常的な鉄道利用客の増大が重視されることは

言うまでもないが、それに加えて、域内・域外（海外を含む）から観光のために鉄道を利用す

る人々を増やすことが収益性を上げることにつながり、それゆえ、観光に特化した特殊な列車

なども考案されたのである。観光客をターゲットとしたこうしたサービスは、特殊車両の開発

というハード面のみにとどまらず、多言語使用といったソフト面でも見られる。以下では、本

稿執筆に先だって、2013年�月にJR九州本社を訪問した
23

際にお伺いした話と、筆者自身がす

でに行った言語景観研究から明らかになった点について述べておきたい。

まず、JR九州の独自性を示す多言語サービスの取り組みの中には次のようなものがある。

2011年に全線開業した九州新幹線であるが、車内アナウンスは日本語、英語、韓国・朝鮮語、

中国語の順である。東京などの首都圏で、英語の次に中国語、そして、中国語の後に韓国・朝

鮮語が流れるのとは対照的である。言語景観としては、博多駅の案内板なども、中国語よりも

韓国・朝鮮語（ハングル）が先にくる。JR九州での話によれば、中国語よりも韓国語が先に来

るのは、JR九州のグループ会社が運営する福岡と釜山を結ぶ高速船「ビートル」の存在に起因

するそうである。上記の�言語によるアナウンスは、九州新幹線が博多駅を出発し、JR西日本

の営業エリアに入った時点で日本語と英語のみの	言語に変わる。それゆえ、JR九州の特徴的

な取り組みであると言えるのである。また、車内のものを含め、JR九州の案内表示は基本的に

�言語でなされ、その順序は先のアナウンスと同様に日本語、英語、韓国・朝鮮語、中国語の

順である。これについては添付の写真の通りである。
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上記からわかることは、例えば、九州と首都圏とでは、多言語サービスを提供する場合でも、

優先される事柄が異なる、ということである。例えば、写真「③JR九州の車内」は、JR九州が

所有する新幹線の座席案内であるが、文字の大きさは�言語同じである。しかし、④のような

他の案内板では、文字の大きさは日本語が最優先され、英語、韓国・朝鮮語（ハングル）、中国

語はより小さな文字で書かれている。先行する言語景観研究からも明らかになっているのは、

日本語以外の言語数、文字の大きさなどは、地域やその外国語による情報の提供者によって恣

意的に決められている、ということである。JR西日本を含む西日本地域では、日本語の次に英

語の表示がくる点では首都圏と同じだが、中国語と韓国語の順序については西日本の多くの地

域で韓国・朝鮮語（ハングル）が中国語に優先される。日本語以外の言語を使用する場合に何

語にするのか、また、いくつの言語を用いるのか、複数の言語を使用する場合にはどの順序で

どれを優先するのか、文字の大きさはどうするのか、こうしたことが規定されていないことが

現状の問題点として明らかになる。外国人観光客にとっては、情報提供の方法について一貫性

が十分だとは言えないのである。

これまでも指摘されてきたように、日本社会の外国人観光客受入体制の未熟さは否定できな

い。2012年には訪日外国人数が800万人を超える一方、総務省の調査（2009）によれば、外国語

による接遇や案内表示はまだまだ不十分であると指摘されている

24

。近年、国土交通省は、留

学生をモニターとして観光地での外国語使用について調査を行っている

25

が、その結果が具体
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的にどのように活用、反映されたかには、地域による差があるであろう。また、筆者自身、以

前、大分県庁と別府市役所で言語景観に関する聞き取り調査を行ったことがあるが、その時に

分かったことは、言語サービスの主体が国、地方自治体、企業、個人など非常に多岐にわたり、

それぞれを管轄する部署が異なることもあって、全体として統一した方向性を導き出すことは

非常に難しい、ということであった

26

。

現在、日本では、国土交通省や観光庁が多言語表示の充実や統一した方向性について検討を

重ねていることはこれまでに述べた通りである。しかしながら、現状は、国家政策とは関係な

く、地域の特性や企業独自の必要性などから、それぞれが独自に対応を行っていると言わざる

を得ない。地域の特性を重視することは必要であるが、国家戦略である観光立国化のためには、

今後は、言語政策の一分野として、一定程度共通して適用される統一した基準を定める必要が

あるであろう。

６．おわりに

観光立国推進においては、観光客誘致のための言語政策をどのように行うかは重要な問題で

ある。それぞれが場当たり的に対策を行っていたのでは不統一なものとなってしまう。そのこ

とを如実に象徴しているのが、現状の言語景観だと考えられる。

「英語表記の改善を推進する」ことは観光立国化には必要であろうが、一方で英語一辺倒に

なる危険性もはらむ。これは英語使用が悪いというのではなく、なぜ英語なのか、どこまでは

英語なのか、そうしたことを一切検討せずに行われるからなのである。さらに、英語以外の言

語の必要性の有無についても注意が払われていないことは看過しがたい。英語の有用性は否定

できないにしても、それでは、次はどうなるのであろうか。中国語か韓国語か。これは、すで

に述べたように、東日本では中国語優先、西日本では韓国・朝鮮語（ハングル）優先という状

態がすでに出来上がっているが、これについても、何ら検証はなされないままである。英語の

場合同様に、ある時点で何らかの理由でそうした状態が生まれたことを、すでに存在している

からといってそのまま認知してしまうことは無策の現れともいえる。行政が方針を示していな

いことが問題なのである。

本稿が将来にわたる目標としてかかげるのは、研究者による「言語景観」研究の蓄積と、行

政・企業などが行ってきた「言語サービス」の実態（試行錯誤を含む）とを連携させることで

ある。研究者は諸外国の事例も含め、言語景観の状況やその背景にある政策について多くの知

見を有する。一方、日本国内の行政主体や企業は、国の施策の範囲でどのような方策が有効な

のか、現場での多くの体験を持つ。これらの結び付きが有効に機能することで、観光立国とし

て日本が目指す方向性が明らかになるのではないかと考えている。いずれ、観光という観点か

らは、訪日外国人のための方策・サービスは言語だけの問題ではなく、文化を含む接遇全般へ

と広がりを持つべきであると考えるが、この点は稿を改めて論じることとしたい。
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